
 令和７年第８回東京都北区教育委員会臨時会 

会 議 月 日 令和７年１０月２０日（月）午後１時３０分 

開 催 場 所 北区教育委員会室 

出 席 委 員 教 育 長 福 田  晴 一 委 員 本 間 正 江 

委 員 宮 川 淳 子 委 員 川 染  誉 

委 員 長 谷 川 勝 久 委 員 高 橋 勇 市 

事務局職員 教育振興部長 教育政策課長 

 学校支援課長 教育指導課長 

   

会議に付した議案並びに審査結果 

日程 議案番号 提 案 内 容 結果 

１ ５８号 審査請求に対する裁決について 承認 

２ ５９号 
東京都北区幼稚園教育職員懲戒分限審査委員会規程の

一部を改正する訓令 
承認 

 

日程 報告事項 報 告 内 容 結果 

３ ３３号 後援・共催事業について 了承 

 



 1

令和７年第８回東京都北区教育委員会臨時会会議録 

令和７年１０月２０日（月）１３：３０ 

福田教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田教育長 

 

 

 

福田教育長 

 

 

 

 

教育指導課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田教育長 

 

 

 

福田教育長 

 

 

 

 

福田教育長 

 

 

 それでは、これより令和７年第８回北区教育委員会臨時会を開会いたします。 

 出席委員は定足数に達しておりますので、会議は成立しております。 

 初めに、日程第１、第５８号議案「審査請求に対する裁決について」です。 

 本件は、個人情報に関する案件であるとともに、意思形成過程にある案件のため、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７項ただし書の規定に基づき、非公

開としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

 それでは、会議を非公開といたします。 

 

【非公開】 

 

それでは、ただいまより会議を公開といたします。 

 次に、日程第２、第５９号議案「東京都北区幼稚園教育職員懲戒分限審査委員会規程

の一部を改正する訓令」です。 

 教育指導課長から説明をお願いします。 

 

 日程第２、第５９号議案「東京都北区幼稚園教育職員懲戒分限審査委員会規程の一部

を改正する訓令」について、ご説明いたします。 

 議案の３ページ、説明欄を御覧いただきたいと思います。 

 今回の改正でございますが、引用する法律の法律番号の記載漏れ及び委員会の招集者

の職名の不備を改正するものでございます。 

 それでは、議案の４ページを御覧いただきたいと思います。 

 こちら新旧対照表でございます。 

 まず、第３条におきまして、引用する地方公務員法の法律番号に記載漏れがありまし

たので、追記するものでございます。 

 さらに、第６条におきまして、審査委員会の招集者が「教育委員会委員長」となって

いたところを「委員長」に修正をしております。 

 これは、平成２７年４月１日施行の改正、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

により、教育委員会委員長の職が廃止されておりまして、その際の改正漏れによるもの

でございます。 

 それでは、議案の３ページにお戻りいただき、後ろから５行目、付則でございます。 

 施行期日でございますが、交付の日からとしております。 

 以上、ご説明させていただきました。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。では、本件についてご質疑またはご意見はございますか。 

 

 （質疑・意見なし） 

 

 それでは、特に反対意見等ないようですので、本件については原案どおり承認するこ

とにご異議ございませんでしょうか。 

 

 （異議なし） 

 

 ありがとうございます。ご異議ないと認め、第５９号議案については原案どおり承認

することと決定いたします。 

 続いて、報告事項です。 
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教育政策課

長 

 

 

 

 

 

 

 

 

福田教育長 

 

 

 

福田教育長 

 日程第３、報告第３３号「後援・共催事業について」です。 

 教育政策課長から説明をお願いします。 

 

 それでは、後援・共催事業につきまして、１枚おめくりをいただきまして３ページで

ございます。 

 教育委員会の後援・共催名義の使用を承認した事業につきまして、別紙のとおり報告

をするというものでございます。 

 ４ページ以降に一覧を示してございます。本委員会におきましては一括してまとめて

ご報告をしているというところでございまして、今回は７か月分でございます。 

 ３月が８件、４月が２０件、５月１８件、６月１５件、７月２４件、８月１７件、９

月６件、合計１０８件でございます。 

 以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございます。では、本件についてご質疑またはご意見はございますか。 

 

 （質疑・意見なし） 

 

 特によろしいですか。では、ご質疑ご意見はないようですので、ここで本件に関する

報告を終了いたします。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これをもちまして、令和７年第８回教育委員会臨時会を閉会といたします。 

 


